
中山間地域（地域核）振興施策調査特別委員会 中間報告 

 

 

 中山間地域 振興施策 調査 特別委員会の中間報告をいたします。 

  

 本特別委員会は、委員１０人で構成し、中山間地域振興施策に関すること、総合支所の位

置づけ、及び学校廃校後の施設の利活用に関すること、その他、地域核の現状と課題のうち、

特別委員会が必要と認めるものについての調査を行うことを目的として、本年６月２７日、

市議会本会議の議決を得て設置されたものであります。 

 

 第１回目の委員会は、８月１１日に開催し、具体的な調査項目として、中山間地域の振興、

総合支所の位置づけ及び機能、学校統廃合後の施設の利活用、中山間地域振興の基本方針、

以上４項目の調査を決定し、各調査項目について、現状を把握するための資料を要求いたし

ました。 

 

 第２回目の委員会は、９月３０日に開催し、提出された資料に基づき、市の担当者から説

明を受け、その後、質疑応答を行いました。なお、その際に、早急に調査を進めるべき項目

を、総合支所の位置づけ及び機能と決定しました。更に、調査項目ごとに中間報告をすると

いう方針を決定しました。 

 

 第３回目の委員会は、１１月１日に開催し、総合支所の位置づけ及び機能について、現状

を把握するために、各総合支所長から、地域の現状と課題、合わせて、まちづくりの将来像

についての説明を受けました。その後、委員間で意見交換を行い、意見集約をして、課題や

問題点を共通認識し、対応策を提言するという形で中間報告書を作成することを決定しまし

た。 

 

 第４回目の委員会は、１１月２５日に開催し、それまでの委員会で委員から出された意見

を基に作成した中間報告書の案に基づいて協議を行い、合わせて、今期定例会の本会議にお

いて、中間報告を行うことを決定しました。 

 

 第５回目の委員会は、１２月５日に開催し、再度、中間報告書の案を協議し、再修正後の

報告書を委員会としての中間報告書とすることに決定をしました。 

 

 中間報告書につきましては、先ほど報告がありました中心地域 活性化施策 調査 特別委員

会と同様に、本日、全議員のお手元に配付をさせていただいておりますので、この場では、

その概要について説明をさせていただきます。 

 



まず、「総合支所の現状と課題」については、合併の際の協議により、各地域の役場は総合

支所となったが、合併後、事務・事業は本庁へ集約との方針となり、また、総合支所統廃合

計画では、玖珂・本郷・周東・錦・美川・美和の６総合支所を３総合支所に統合する方向で

検討することとなっていること、由宇総合支所は統合対象にはなっていないが、本市の南部

地域の拠点としての位置づけが求められていること などの現状を認識した上で、合併から

５カ年が経過した現在、本庁へ事務・事業が集約された結果、総合支所の行政サービスが低

下し、地域住民からは、まちづくりがおくれているという不満の声が上がっていること、ま

た、総合支所の統廃合によって、さらに職員数が減り、地域が一層寂れていくという不安の

声もあること、そして、各地域には、それぞれ特性もあり、地域ごとに将来に向けた展望を

持つとともに、それぞれが異なった課題も抱えていることを認識いたしました。 

なお、各地域の特性などの詳細につきましては、お手元の中間報告書の項目（４）をご参

照ください。 

 

次に、「総合支所の位置づけ」については、総合支所は、地域の拠点施設であることを委員

会としての共通認識としました。そして、そのことを前提として、総合支所は、地域包括支

援センター、保健センター、教育支所など、地域の課題に一カ所で対応できるワンストップ

型の行政サービスを提供できる地域拠点とすること、そして、総合支所は、行政サービスの

提供だけではなく、地域の振興に寄与するための組織とすることを委員会として提言するこ

ととしました。 

 

次に、「総合支所の機能」については、各地域の特性を伸ばし、課題・問題点を解決するこ

とによって、地域の振興のため、主体的に業務を遂行できるための機能を持つ必要があるこ

と、あわせて、職員の資質向上を含め、総合支所としての機能を維持し、強化する必要があ

ること、また、一方では、総合支所長のリーダーシップが強く求められ、その権限に応じた

責任も明確化する必要があることを委員会としての共通認識としました。 

そして、そのことを前提として、総合支所には、地域の特性に合わせた専門部署を設置し、

適材適所の人員配置をすること、入札業務など、本庁集約の事務・事業を見直し、地域内で

課題を解決できる機能を持たせること、地域及び職員提案型事業に対して一定の予算を配分

し、評価制度を採用することを委員会として提言することとしました。 

 

 今回の中間報告書の概要は、以上でありますが、残された調査項目については、今後、調

査を行っていくとともに、今回報告をした項目についても、引き続いて調査を行っていく予

定としております。 

 

 以上で、中山間地域 振興施策 調査 特別委員会の中間報告を終わります。 


